
 

 

 
構成メンバー 
医療安全管理責任者：副院長  
医療安全管理者：医療安全管理係長（専従） 
        医療安全管理担当副看護師長 
診療部：統括診療部長 
看護部：副看護部長 
薬剤部：副薬剤部長 
事務部：医事専門職 
 

 

Ⅱ-1【独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター医療安全に関する組織体制】 

院 長 

 
委員長：院長 副委員長：副院長 

趣旨：医療安全管理の責任的立場にある者の協議による 

   医療安全管理体制の確立 

内容：医療安全管理、医療事故への対応に関する全般的事項 

医療安全管理委員会 

（医療安全管理対策委員会） 

医療安全管理部門   
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各職場 

医療安全推進担当者 
＜業務＞ 
1．医療安全管理体制確立に向けての活動実施 
2．医療安全管理における教育活動 
3. インシデント・アクシデントに関する活動 
   原因の分析・対策の検討・改善策の実施状況の 

把握・指導 
4. 職場内点検と予防活動 
5. 委員会・部会との決定事項の伝達 
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インシデント・アクシデント

対応指示指示 
決定事項報告 

医療事故防止の啓発 

 

医療安全に関する提言 報告書等会議資料提出 

医療安全に関する具体的な指示 

平成 23 年 4 月一部改正 

平成 23 年 10 月一部改正 

平成 24 年 5 月一部改正 

平成 24 年 6 月一部改正 

平成 26 年 4 月一部改正 

平成 28 年 3 月一部改正 

平成 29 年 11 月一部改正 

平成 30 年 5 月一部改正 

2019 年 12 月一部改正 

2020 年 4 月一部改正 

2020 年 10 月一部改正 

2022 年 5 月一部改正 

2023 年 4 月一部改定 

 

趣旨：医療安全管理委員会で決定された方針に基づき

組織横断的に施設内の安全管理を担う部門 

内容：医療安全に関する日常活動、 

医療事故発生時の指示、指導等 

   インシデントの報告、医療事故報告の保管  

その他の医療安全対策推進に関すること 
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